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二〇一八年スイス民法典（相続法）改正法案における家族の変化への対応
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（
2
）
そ
の
他
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ａ
条
二
─
五
項
、
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
条
）

五　

わ
が
国
に
お
け
る
二
〇
一
八
年
相
続
法
改
正
と
の
比
較

1　

遺
留
分
制
度
の
縮
小

2　
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定
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続
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で
は
な
い
者
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保
護

3　
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存
配
偶
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相
続
法
上
の
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の
向
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六　

お
わ
り
に

一　

は
じ
め
に

　

ス
イ
ス
で
相
続
法
の
改
正
に
向
け
た
動
き
が
本
格
化
し
た
の
は
、
二
〇
一
〇
年
七
月
一
七
日
に
、
全
州
議
会
議
員
（Standerat

）

の
グ
ッ
ツ
ヴ
ィ
ラ
ー
（Felix Gutzw

iller

）
が
立
法
提
案
を
行
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
法
務
省
内
で
は
専
門
家
に
よ
る
改
正
草
案
の

作
成
が
行
わ
れ
、
二
〇
一
六
年
三
月
四
日
に
連
邦
評
議
会
は
、
民
法
典
（
相
続
法
）
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
案
（der V

orentw
urf 

zur Ä
nderung des Zivilgesetzbuchs (Erbrecht)

を
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
付
し
た
。
こ
の
要
綱
案
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
に
お
い
て
お
お
む
ね
積
極
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
〇
一
八
年
八
月
二
九
日
に
は
、
連
邦
評
議
会
は
、
民
法
典

（
相
続
法
）
の
改
正
に
関
す
る
法
案
（Entw

urf

）
お
よ
び
相
続
法
改
正
の
意
見
書
（Botschaft zur Ä

nderung des Schw
eizeri-

schen Zivilgesetzbuches (Erbrecht)

）
を
国
会
に
提
出
し
た
。

　

法
案
の
も
と
に
あ
る
の
は
、「
も
は
や
時
代
適
合
的
で
は
な
い
相
続
権
と
遺
留
分
権
を
よ
り
柔
軟
に
形
成
し
、
人
口
統
計
上
大
き
く

変
化
し
た
家
族
お
よ
び
社
会
の
生
活
実
態
に
対
応
さ
せ
る
」
と
い
う
グ
ッ
ツ
ヴ
ィ
ラ
ー
の
改
正
提
案
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
改
正
目
的

は
日
本
で
二
〇
一
八
年
七
月
一
三
日
に
公
布
さ
れ
た
「
民
法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
以
下
で
は
「
改
正

相
続
法
」
と
略
記
す
る
）
の
改
正
の
目
的
に
根
本
的
な
部
分
で
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
二
〇
一
五
年
四
月
二
一
日
に

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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法
制
審
議
会
民
法
（
相
続
関
係
）
部
会
第
一
回
会
議
が
開
催
さ
れ
、
高
齢
化
社
会
の
進
展
、
高
齢
者
の
再
婚
の
増
加
な
ど
の
社
会
情
勢

の
変
化
に
相
続
法
を
対
応
さ
せ
る
と
い
う
目
的
で
相
続
法
改
正
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
改
正
目
的
を
比
べ
る
と
、
日
本
の
二
〇

一
八
年
改
正
相
続
法
と
ス
イ
ス
の
二
〇
一
八
年
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
は
、
変
化
す
る
家
族
の
状
況
に
相
続
法
を
対
応
さ
せ
る

と
い
う
大
ま
か
な
方
向
性
で
は
共
通
の
目
的
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
イ
ス
の
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案

が
、
変
化
す
る
家
族
に
相
続
法
を
ど
の
よ
う
に
対
応
さ
せ
る
方
策
を
と
っ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
改
正
相
続
法
が
同

じ
改
正
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
と
っ
て
い
る
方
策
を
相
対
的
に
評
価
し
、
今
後
の
改
正
相
続
法
の
解
釈
論
や
立
法
論
を
考
察
す
る
際

に
有
意
義
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ス
イ
ス
の
二
〇
一
八
年
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
を
、
変
化
す
る
家
族
に
相
続
法
を
ど
の
よ
う
に
対
応

さ
せ
て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
す
る
。
こ
の
度
公
表
さ
れ
た
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
に
お
け
る
主
な
改
正
点

は
、
後
述
す
る
よ
う
に
遺
留
分
法
の
改
正
と
、
扶
養
請
求
権
の
制
度
の
導
入
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
二
点
を
紹
介
し
て
こ
れ
ら

に
分
析
を
加
え
、
ス
イ
ス
の
二
〇
一
八
年
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
を
、
わ
が
国
の
二
〇
一
八
年
改
正
相
続
法
と
比
較
検
討
し
な

が
ら
、
変
化
す
る
家
族
に
相
続
法
を
ど
の
よ
う
に
対
応
さ
せ
る
方
策
を
と
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
相
続
法
改
正
の
特
徴
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
る
。

二　

改
正
の
目
的
と
概
要

　

ス
イ
ス
相
続
法
の
改
正
法
案
が
二
〇
一
八
年
八
月
二
九
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
際
に
、「
連
邦
評
議
会
は
相
続
法
の
現
代
化
を
望

ん
で
い
る
“Bundesrat w

ill Erbrecht m
odernisieren„

」
と
題
す
る
文
書
が
ス
イ
ス
連
邦
法
務
省
か
ら
発
表
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、

改
正
の
目
的
と
主
な
改
正
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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第
一
に
、
こ
の
度
の
改
正
は
、
相
続
法
を
現
代
化
し
て
新
し
い
共
同
生
活
の
形
態
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
現
行
相
続
法
は
、
一
九
一
二
年
の
施
行
以
来
、
部
分
的
に
し
か
改
正
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
現
代
の
家
族
の
状
況
を
み
る

と
、
二
五
才
未
満
の
子
を
含
む
家
族
の

が
、
伝
統
的
な
家
族
の
形
態
か
ら
そ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
多
く
の
人
々
は
、
再
編
家

族
、
共
通
の
子
を
伴
う
事
実
婚
、
ひ
と
り
親
家
庭
で
生
活
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
改
正
に
よ
り
、
相
続
法
を
よ
り
柔
軟
に
形
成

し
、
大
き
く
変
化
し
た
生
活
実
態
お
よ
び
家
族
形
態
に
相
続
法
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
改
正
の
目
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
右
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
と
し
て
、
遺
留
分
制
度
の
縮
小
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
遺
留
分

を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
被
相
続
人
の
財
産
処
分
の
自
由
が
広
が
る
。
現
行
法
で
は
、
子
、
配
偶
者
、
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
と
並
ん
で
、

一
定
の
事
例
に
お
い
て
は
親
も
遺
産
の
最
低
限
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
改
正
に
よ
り
、
子
の
遺
留
分
を
引
き
下
げ
、
親
の
遺
留

分
を
完
全
に
廃
止
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
被
相
続
人
が
自
身
の
財
産
を
よ
り
自
由
に
処
分
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
た
と
え
ば
、
事
実
婚
配
偶
者
や
そ
の
子
を
よ
り
優
遇
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、
遺
留
分
の
引
下
げ
や
親
の
遺
留
分
の

廃
止
は
、
変
化
し
た
家
族
形
態
へ
の
対
応
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
遺
留
分
の
引
下
げ
は
、
事
業
の
承
継
を
容
易
に
し
、
事
業

の
安
定
に
と
っ
て
よ
い
影
響
を
与
え
、
雇
用
を
安
定
さ
せ
る
意
義
を
も
有
す
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
法
案
で
は
、
離
婚
ま
た
は
同
性

パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
解
消
の
手
続
の
進
行
中
に
被
相
続
人
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
生
存
者
の
遺
留
分
請
求
権
は
原
則
と
し
て
消
滅
す
る

こ
と
と
さ
れ
、
増
加
す
る
離
婚
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
解
消
の
事
例
へ
の
相
続
法
の
対
応
が
図
ら
れ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
死
者
の
事
実
婚
配
偶
者
を
貧
困
か
ら
守
る
た
め
の
新
制
度
を
設
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
婚
配
偶
者
の
一
方
が
死
亡

し
た
後
に
経
済
的
に
困
窮
す
る
他
方
配
偶
者
の
た
め
に
、
連
邦
評
議
会
は
、
新
し
く
い
わ
ゆ
る
扶
養
請
求
権U

nterstützung-

sanspruch

を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
新
し
い
制
度
は
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
を
貧
困
か
ら
守
り
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
が
社
会
保
障

に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
回
避
す
る
目
的
で
提
案
さ
れ
て
い
る
。
同
制
度
も
事
実
婚
配
偶
者
の
増
加
と
い
う
家
族
の
変
化
に
対
応

1
4

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）
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す
る
目
的
で
設
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ス
イ
ス
の
相
続
法
改
正
の
法
案
は
、
現
在
の
家
族
の
状
況
に
相
続
法
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
特
に
大

き
な
改
正
点
と
し
て
は
、
遺
留
分
制
度
に
大
き
な
修
正
を
加
え
て
い
る
こ
と
、
事
実
婚
配
偶
者
を
困
窮
か
ら
守
る
た
め
に
扶
養
請
求
権

と
い
う
新
た
な
制
度
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
遺
留
分
法
の
改
正
、
新
設
の
扶
養
請
求
権
の
内
容
を
よ
り

詳
し
く
検
討
す
る
。

三　

遺
留
分
法
の
改
正

1　

現
行
ス
イ
ス
遺
留
分
法
の
特
徴
と
機
能

　

現
行
ス
イ
ス
遺
留
分
法
の
特
徴
に
つ
い
て
、
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
の
意
見
書
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
こ
と

で
あ
る
。
ま
ず
、
現
行
遺
留
分
法
（ZGB
四
七
一
条
以
下
）
は
、
被
相
続
人
の
処
分
の
自
由
を
広
範
囲
に
奪
う
ゲ
ル
マ
ン
法
と
共
通

の
特
徴
を
有
し
、
被
相
続
人
の
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
相
続
権
が
家
族
内
に
当
然
に
生
ず
る
と
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
こ

と
の
帰
結
と
し
て
、
遺
留
分
は
、
ド
イ
ツ
遺
留
分
法
に
お
け
る
よ
う
な
単
な
る
金
銭
請
求
権
（BGB

二
三
〇
三
条
）
で
は
な
く
、
遺

産
の
一
部
で
あ
り
、
法
定
相
続
分
の
一
定
割
合
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
行
ス
イ
ス
遺
留
分
は
、
わ
が
国
の
二
〇
一
八
年
改
正
前

の
相
続
法
に
お
け
る
物
権
的
効
果
を
発
生
さ
せ
現
物
返
還
を
原
則
と
す
る
遺
留
分
と
形
態
を
同
じ
く
す
る
。
な
お
、
こ
の
度
の
ス
イ
ス

の
相
続
法
改
正
の
議
論
で
は
、
ド
イ
ツ
遺
留
分
法
に
お
け
る
よ
う
な
金
銭
請
求
権
を
新
た
に
採
用
す
る
と
い
っ
た
わ
が
国
で
行
わ
れ
た

よ
う
な
提
案
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

次
に
、
遺
留
分
権
利
者
は
、
卑
属
、
親
、
配
偶
者
お
よ
び
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
と
さ
れ
、
そ
の
割
合
は
、
卑
属
に
つ
い
て
は
法
定
相
続

分
の

で
あ
り
、
親
、
配
偶
者
、
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
は
法
定
相
続
分
の
半
分
で
あ
る
（ZGB

四
七
一
条
）。
比
較
法
的
に
み
て
、

（
12
）

（
13
）

3
4
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ス
イ
ス
の
遺
留
分
は
、
そ
の
割
合
が
高
く
、
被
相
続
人
の
財
産
処
分
の
自
由
を
強
く
制
限
す
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
親
が
遺

留
分
権
利
者
と
な
る
の
は
、
被
相
続
人
に
卑
属
が
存
在
し
な
い
場
合
の
み
で
あ
る
（ZGB

四
五
八
条
一
項
）。
卑
属
が
な
く
、
親
が
単

独
で
相
続
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
遺
留
分
は
相
続
財
産
の
半
分
で
あ
り
、
親
が
生
存
配
偶
者
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
と
共
同
相
続
す

る
場
合
に
は
、
相
続
財
産
の

（

（
遺
留
分
）
×

（
法
的
相
続
分
））
と
な
る
（ZGB

四
六
二
条
）。

　

ま
た
、
遺
留
分
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
意
見
書
で
は
、
被
相
続
人
の
親
族
が
生
活
に
必
要
な
財
産
を
継
続
し
て
利
用
す
る
こ
と
、
家

族
内
に
財
産
の
一
部
を
残
す
こ
と
、
相
続
人
が
一
定
の
枠
内
で
平
等
な
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
被
相
続
人
と
相
続
人
の
間

に
不
和
が
生
じ
な
い
よ
う
家
族
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
遺
留
分
の
機
能
と
し
て
の
清
算
に
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
、
配
偶
者
の
遺
留
分
に
つ
い
て
は
次
の
理
由
に
よ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
イ
ス
相
続
法
で
は
、
相
続

に
お
い
て
夫
婦
財
産
法
上
の
清
算
が
先
行
し
（ZGB

二
〇
四
条
一
項
、
二
四
一
条
一
項
）、
清
算
が
行
わ
れ
た
後
に
被
相
続
人
の
財
産

が
確
定
し
、
相
続
財
産
の
分
配
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
生
存
配
偶
者
の
相
続
財
産
に
対
す
る
潜
在
的
持
分
を
遺
留
分

に
よ
っ
て
清
算
す
る
こ
と
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

2　

二
〇
一
八
年
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
に
お
け
る
遺
留
分

　

ス
イ
ス
の
相
続
法
改
正
の
目
的
は
、
変
化
す
る
家
族
に
相
続
法
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
方
策
と
し
て
強
く
求

め
ら
れ
て
い
る
の
が
被
相
続
人
の
決
定
の
自
由
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
被
相
続
人
の
処
分
の
自
由
を
制
限
す
る
遺
留
分
を

弱
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
遺
留
分
を
完
全
に
廃
止
す
る
こ
と
は
、
比
較
法
的
に
み
て
行
き
過
ぎ
で
あ
り
、
遺

産
の
一
部
を
親
族
に
遺
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
一
般
的
法
感
情
に
反
す
る
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
改
正
法
案
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、

遺
留
分
の
割
合
を
引
き
下
げ
、
親
の
遺
留
分
を
削
除
す
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

（
14
）

1
8

1
2

1
4

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）（
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）
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）
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（
1
）
遺
留
分
の
引
下
げ
（ZGB

改
正
法
案
四
七
一
条
）

　

二
〇
一
六
年
に
公
表
さ
れ
た
要
綱
案
で
は
、
連
邦
評
議
会
は
、
親
の
遺
留
分
を
削
除
し
、
卑
属
の
遺
留
分
を
現
行
法
の

か
ら

へ
、
生
存
配
偶
者
お
よ
び
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
の
遺
留
分
を

か
ら

に
引
き
下
げ
る
こ
と
を
提
案
し
た
（ZGB

改
正
要

綱
案
四
七
一
条
）。
親
の
遺
留
分
を
廃
止
し
、
卑
属
の
遺
留
分
を
引
き
下
げ
る
こ
と
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
大
多
数
か
ら
支
持

さ
れ
た
の
で
、
こ
の
提
案
は
法
案
に
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
生
存
配
偶
者
お
よ
び
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
の
遺
留
分

の
引
下
げ
は
、
生
存
配
偶
者
、
生
存
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
の
相
続
法
上
の
地
位
の
向
上
の
目
的
に
反
し
、
被
相
続
人
の
死
後
も
生
活
水
準

を
維
持
す
る
べ
き
と
す
る
原
則
に
反
し
、
と
く
に
生
存
者
が
高
齢
の
場
合
に
は
、
卑
属
よ
り
も
経
済
的
に
弱
い
立
場
に
あ
る
こ
と
の
多

い
高
齢
の
生
存
配
偶
者
、
生
存
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
の
立
場
を
考
慮
す
る
べ
き
等
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
反
対
が
あ
り
、
連
邦
評
議

会
は
、
法
案
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を
断
念
し
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
法
案
に
お
い
て
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
卑
属
の
遺
留
分
の
み
で
あ
る
。
卑
属
の
遺
留
分
の
引
下
げ
を
提
案
す
る

理
由
に
つ
い
て
、
連
邦
評
議
会
の
意
見
書
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
卑
属
の
遺
留
分
は
現
行
法
に
よ
る
と

で
あ
る
が
（ZGB

四
七
一
条
一
号
）、
こ
れ
は
、
遺
産
の
か
な
り
の
部
分
に
つ
い
て
被
相
続
人
の
処
分
の
自
由
を
奪
う
こ
と
と
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
生
活
の
た
め
に
遺
産
を
必
要
と
す
る
生
存
配
偶
者
や
事
実
婚
配
偶
者
が
遺
留
分
を
負
担
す
る
場
合
に
問
題
と

な
る
。
ま
た
、
ス
イ
ス
遺
留
分
法
で
は
卑
属
の
遺
留
分
が
非
常
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
比
較
法
的
に
み
て
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

一
九
四
六
年
に
、
高
齢
者
保
険
、
遺
族
保
険
に
つ
い
て
の
法
律
が
導
入
さ
れ
、
一
九
八
二
年
に
は
、
高
齢
者
積
立
て
、
遺
族
積
立
て
、

障
害
者
積
立
て
に
関
す
る
法
律
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
は
、
相
続
法
は
卑
属
の
生
活
保
障
制
度
と
し
て
の
機
能
を
広
く
失
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
諸
外
国
法
の
傾
向
と
も
一
致
す
る
。
ま
た
、
卑
属
の
遺
留
分
の
引
下
げ
は
、
グ
ッ
ツ
ヴ
ィ
ラ
ー
の
改
正
提
案
の
「
も
は
や
時
代
適

合
的
で
は
な
い
相
続
権
と
遺
留
分
権
を
よ
り
柔
軟
に
形
成
し
、
人
口
統
計
上
大
き
く
変
化
し
た
家
族
お
よ
び
社
会
の
生
活
実
態
に
対
応

3
4

1
2

1
2

1
4
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さ
せ
る
」
と
い
う
目
的
に
合
致
し
、
さ
ら
に
、
卑
属
は
現
在
で
は
多
く
の
場
合
、
経
済
的
な
生
活
基
盤
を
す
で
に
築
い
た
時
点
で
相
続

し
て
い
る
か
ら
、
相
続
法
に
よ
り
そ
の
生
活
を
保
障
す
る
必
要
性
は
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
連
邦
評
議
会
は
こ
の
よ
う
な
立
法
提

案
を
行
っ
て
い
る
。

法
定
相
続
分
と
遺
留
分
対
照
表
─M

edienrohstoff:M
odernisierungdes Erbrechts, 29.A

ugust 2018, https://w
w

w
.ejpd.adm

in.ch/
dam

/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht/m
edienrohstoff-d.pdf

（
二
〇
一
八
年
一
二
月
四
日
最
終
確
認
）
の
表
を
も
と
に
作
成

法
定
相
続
人

法
定
相
続
分

遺
留
分

現
行
法

法　

案

現
行
法

法　

案

卑
属
（
単
独
相
続
）

1

1

3
4

1
2

卑
属
（
配
偶
者
・
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
と
共
同
相
続
）

1
2

1
2

3
4

遺産の
3
8

1
2

遺産の
1
4

配
偶
者
・
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
（
卑
属
と
共
同
相
続
）

1
2

1
2

1
2

遺産の
1
4

1
2

遺産の
1
4

配
偶
者
・
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー

1

1

1
2

1
2

配
偶
者
・
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
（
親
と
共
同
相
続
）

3
4

3
4

1
2

遺産の
3
8

1
2

遺産の
3
8

親
（
配
偶
者
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
と
共
同
相
続
）

1
4

1
4

1
2

遺産の
1
8

ゼロ

（
26
）
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（
2
）
親
の
遺
留
分
の
廃
止
（ZGB

改
正
法
案
四
七
一
条
）

　

こ
れ
に
対
し
て
、
親
の
遺
留
分
に
つ
い
て
は
、
割
合
を
引
き
下
げ
る
の
で
は
な
く
、
完
全
に
廃
止
す
る
こ
と
が
連
邦
評
議
会
の
要
綱

案
（V

orentw
urf

）
に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
。
提
案
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
親
の
遺
留
分
の
正
当
化
根
拠
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
親
の
遺
留
分
は
、
扶
助
の
必
要
性
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
家
族
お
よ
び
世
代
間
の
連
帯
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
連
帯
は
、
過
去
数
十
年
の
間
に
重
要
性
を
失
っ
て
い
る
か
ら
、
法
を
こ
の
状
況
に
対
応
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
大
多
数
が
親
の
遺
留
分
の
廃
止
を
受
け
入
れ
た
の
で
、
こ
の
提
案
は
法
案
に
お
い
て
維
持
さ
れ
た
。

　

法
案
の
意
見
書
で
は
、
親
の
遺
留
分
の
廃
止
の
効
果
と
し
て
次
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
事
実
婚
配
偶
者
が
親
の
遺

留
分
で
あ
っ
た
部
分
の
遺
産
を
取
得
で
き
る
。
つ
ま
り
、
現
行
法
で
は
事
実
婚
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
被
相
続
人
に
卑
属
が
い
な
い
場

合
に
は
、
そ
の
全
遺
産
は
、
生
き
て
い
る
限
り
で
は
被
相
続
人
の
親
に
帰
属
す
る
。
被
相
続
人
の
死
因
処
分
に
よ
っ
て
生
存
事
実
婚
配

偶
者
が
最
大
限
確
実
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
遺
産
の
半
分
で
あ
り
、
半
分
は
被
相
続
人
の
親
が
遺
留
分
に
よ
る
保
護
を
受
け

る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
夫
婦
財
産
法
上
の
清
算
が
先
行
し
な
い
か
ら
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
の
財
産
取
得
は
不
十
分
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
多
く
の
事
例
に
お
い
て
被
相
続
人
に
と
っ
て
事
実
婚
配
偶
者
は
親
よ
り
も
近
し
い
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
裏
付
け

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
な
ど
多
く
の
法
秩
序
に
お
い
て
親
が
も
は
や
遺
留
分
権
利
者
で

は
な
く
、
法
案
は
国
際
的
傾
向
に
も
沿
う
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

 

（
3
）
離
婚
手
続
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
解
消
手
続
に
お
け
る
遺
留
分
の
消
滅
（ZGB

改
正
法
案
四
七
二
条
）

　

法
案
は
、
遺
留
分
の
割
合
を
引
き
下
げ
た
り
親
の
遺
留
分
を
廃
止
し
た
り
す
る
他
に
、
離
婚
手
続
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
解

消
手
続
中
に
一
方
当
事
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
、
他
方
の
生
存
配
偶
者
の
遺
留
分
を
消
滅
さ
せ
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。

　

現
行
法
に
よ
る
と
、
配
偶
者
間
の
遺
留
分
請
求
権
お
よ
び
法
定
相
続
権
は
、
離
婚
し
た
と
き
に
、
つ
ま
り
離
婚
判
決
が
法
的
効
力
を

（
27
）

（
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）

（
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）

（
30
）

（
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）

（
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）
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）
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も
っ
た
と
き
に
初
め
て
消
滅
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（ZGB

一
二
〇
条
二
項
）。
同
様
の
こ
と
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
に
も
妥
当
す
る

（PartG

三
一
条
）。
こ
の
規
定
は
、ZGB

施
行
当
時
は
、
扶
養
の
観
点
、
と
り
わ
け
生
活
共
同
体
の
継
続
性
と
い
う
観
点
か
ら
相
応

し
い
規
律
と
み
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
間
以
下
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
こ
の
規
律
は
妥
当
で
は
な
い
と
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
第
一
に
、
生
存
配
偶
者
は
、
離
婚
手
続
の
間
に
被
相
続
人
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
生
前
に
別
産
制
の
も
と
で
生
活
し
て

い
た
場
合
を
除
い
て
、
被
相
続
人
の
財
産
に
つ
い
て
夫
婦
財
産
法
上
の
財
産
分
割
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
（ZGB

二
〇
四
条
一
項
、

二
四
一
条
一
項
）。
こ
れ
は
配
偶
者
の
一
方
の
死
亡
時
に
ま
ず
行
わ
れ
る
夫
婦
財
産
制
の
解
消
の
手
続
で
あ
り
、
相
続
の
手
続
と
は
別

に
行
わ
れ
る
。
第
二
に
、
扶
養
の
領
域
で
は
、
生
存
者
は
、
要
件
を
満
た
せ
ば
遺
族
給
付
（A

H
V

G

二
三
条
以
下
）
を
受
け
取
る
。

第
三
に
、
離
婚
手
続
ま
た
は
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
解
消
手
続
の
開
始
は
、
婚
姻
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
に
基
づ
く
共
同
体
を
決
定

的
に
解
消
す
る
両
当
事
者
の
意
思
を
表
し
、
手
続
中
に
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
、
生
存
者
が
手
続
開
始
前
と
同
様
に
相
続
法
上
優
遇

さ
れ
る
こ
と
を
望
む
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
連
邦
評
議
会
は
、
要
綱
案
に
お
い
て
手
続
中
に
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
一
定
の
要
件
の
も
と
で
生
存
者
の
遺
留
分
権

を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
（ZGB

改
正
要
綱
案
四
七
二
条
）。
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
表
現
の
複
雑
さ
が
指
摘
さ

れ
た
が
、
内
容
は
多
数
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
。

　

改
正
法
案
で
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
夫
婦
の
一
方
が
離
婚
手
続
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
死

亡
時
に
以
下
の
二
つ
の
要
件
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
生
存
者
は
遺
留
分
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
一
の
要
件
は
、
両
当
事
者
が
原
則
と
し
て
離
婚
に
賛
成
し
て
い
る
こ
と
（
手
続
が
両
者
の
申
立
て
に
よ
り
始
ま
っ
た
、
ま
た
は
離
婚

訴
訟
が
共
通
の
申
立
に
よ
る
離
婚
に
移
行
し
た
場
合
）
で
あ
り
、
第
二
の
要
件
は
、
夫
婦
が
す
で
に
二
年
以
上
別
居
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
の
解
消
の
手
続
中
に
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
も
妥
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
（ZGB

（
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改
正
法
案
四
七
二
条
二
項
）。

　

も
っ
と
も
、
生
存
配
偶
者
ま
た
は
生
存
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
は
、
離
婚
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
解
消
の
形
式
的
な
法
的
効
力
が

発
生
す
る
ま
で
、
法
定
相
続
権
を
有
す
る
（ZGB

改
正
法
案
一
二
〇
条
二
項
お
よ
びPartG

三
一
条
一
項
）。
し
た
が
っ
て
、
離
婚
判

決
ま
た
は
関
係
解
消
判
決
の
形
式
的
な
法
的
効
力
が
発
生
す
る
前
に
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
遺
言
に
よ
り
奪
わ
れ
な
い
限
り
、

他
方
は
相
続
権
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
（ZGB

四
六
二
条
）。
こ
の
よ
う
な
折
衷
的
な
規
律
に
よ
り
、
一
方
で
は
生
存
者
の
必
要

性
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
、
他
方
で
は
、
生
存
者
を
遺
産
か
ら
除
外
し
た
い
と
す
る
被
相
続
人
の
希
望
を
考
慮
す
る
こ
と
が
め
ざ
さ

れ
て
い
る
。
遺
留
分
に
関
す
る
こ
の
点
の
改
正
の
目
的
に
鑑
み
て
、
こ
の
規
律
は
、
死
因
処
分
ま
た
は
財
産
契
約
か
ら
生
じ
る
利
益
に

も
妥
当
す
る
。
異
な
る
取
り
決
め
が
な
い
か
ぎ
り
、
死
因
処
分
か
ら
生
じ
る
利
益
は
、
死
亡
時
に
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法

案
四
七
二
条
に
基
づ
い
て
遺
留
分
請
求
権
の
喪
失
を
導
く
離
婚
手
続
ま
た
は
解
消
手
続
が
進
行
し
て
い
る
場
合
に
は
無
効
と
な
る
と
さ

れ
る
（ZGB

改
正
法
案
一
二
〇
条
三
項
二
号
、PartG

改
正
法
案
三
一
条
二
項
二
号
）。

 

（
4
）
用
益
権
の
設
定
に
よ
る
卑
属
の
遺
留
分
の
制
限
（ZGB

改
正
法
案
四
七
三
条
）

　

生
存
配
偶
者
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
が
こ
れ
ま
で
の
生
活
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
目
的
で
、
現
行
法
に
は

配
偶
者
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
の
用
益
権
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
被
相
続
人
は
、
生
存
配
偶
者
と
の
間
の

子
の
相
続
分
の
全
体
に
つ
い
て
、
生
存
配
偶
者
の
用
益
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（ZGB

四
七
三
条
一
項
）。
こ
の
用
益
権
は
、

生
存
配
偶
者
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
の
法
定
相
続
分
の
代
わ
り
と
な
り
、
子
の
遺
留
分
の
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
同
条
は
、
子
の
遺
留
分
を
制
限
す
る
こ
と
で
生
存
配
偶
者
お
よ
び
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
の
居
住
等
の
利
益
を
保
護
す
る
趣
旨
で
設

け
ら
れ
て
い
る
。
用
益
権
以
外
に
被
相
続
人
が
自
由
に
処
分
で
き
る
割
合
は
現
行
法
に
よ
る
と

で
あ
る
が
（ZGB

四
七
三
条
二

項
）、
こ
の
割
合
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
議
論
さ
れ
て
い
た
。
法
案
は
、
同
割
合
を

に
引
き
上
げ
て
い
る
（ZGB

改
正
法
案
四

（
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七
三
条
二
項
）。
法
案
に
よ
る
と
、
生
存
配
偶
者
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
は
、
遺
産
の
半
分
に
つ
い
て
被
相
続
人
の
遺
言
等
に
よ
り

完
全
な
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
加
え
て
、
他
の
半
分
に
つ
い
て
は
、
用
益
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四　

扶
養
請
求
権
の
制
度
の
新
設

1　

新
制
度
導
入
の
趣
旨
と
経
緯

　

こ
の
制
度
の
導
入
の
発
端
は
、
増
加
す
る
事
実
婚
関
係
に
法
秩
序
を
ど
の
よ
う
に
対
応
さ
せ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
意
識
の
広
が
り

に
あ
る
。
現
行
相
続
法
に
お
い
て
は
、
事
実
婚
配
偶
者
は
法
定
相
続
権
も
遺
留
分
権
も
持
た
な
い
。
し
か
し
、
事
実
婚
は
、
現
在
で
は

多
く
の
場
合
に
婚
姻
と
同
様
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
た
め
、
配
偶
者
と
同
様
の
保
護
必
要
性
を
有
す
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
数
の
面
で
も
、
事
実
婚
は
、
一
九
八
〇
年
に
は
全
共
同
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
の
四
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
が
、
二
〇

〇
〇
年
に
は
一
一
％
に
も
増
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
事
実
婚
の
保
護
必
要
性
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
グ

ッ
ツ
ヴ
ィ
ラ
ー
に
よ
る
二
〇
一
〇
年
の
立
法
提
案
に
お
い
て
も
、
事
実
婚
配
偶
者
と
法
律
婚
配
偶
者
の
相
続
法
上
の
同
地
位
が
提
案
さ

れ
た
。
も
っ
と
も
、
国
会
は
、
事
実
婚
配
偶
者
を
法
律
婚
配
偶
者
と
相
続
法
上
同
様
に
扱
う
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
立
場
を
早
く
に
明

確
に
し
た
。

　

そ
こ
で
、
法
律
婚
配
偶
者
と
同
様
で
は
な
い
と
し
て
も
、
事
実
婚
配
偶
者
に
相
続
法
上
保
護
を
与
え
る
か
、
ま
た
ど
の
程
度
与
え
る

べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
現
実
の
過
程
で
は
、
法
律
婚
配
偶
者
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
に
は
、
夫
婦
財
産
法
上
の
清
算
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
た
め
（ZGB

二
〇
四
条
一
項
、
二
四
一
条
一
項
）、
法
律
婚
配
偶
者
に
と
っ
て
の
相
続
法
の
意
義
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く

な
い
の
に
対
し
て
、
事
実
婚
配
偶
者
に
と
っ
て
は
、
夫
婦
財
産
法
上
の
清
算
の
規
定
が
事
実
婚
関
係
に
適
用
さ
れ
な
い
た
め
、
一
方
事

実
婚
配
偶
者
の
死
後
の
経
済
的
立
場
は
良
く
な
く
、
相
続
法
に
お
け
る
生
活
保
障
の
意
義
が
相
対
的
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ

（
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れ
た
。
こ
う
い
っ
た
状
況
か
ら
、
事
実
婚
配
偶
者
に
は
相
続
法
上
の
保
護
を
与
え
る
べ
き
と
の
基
本
的
な
立
場
が
相
続
法
改
正
の
議
論

に
お
い
て
維
持
さ
れ
た
。
保
護
の
方
法
と
し
て
は
、
被
相
続
人
が
自
由
に
処
分
で
き
る
範
囲
を
拡
げ
る
こ
と
で
、
事
実
婚
配
偶
者
に
ど

の
程
度
の
相
続
財
産
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
の
判
断
を
被
相
続
人
に
与
え
る
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に
は
遺
留
分
の
引
下
げ
、
親
の
遺

留
分
の
廃
止
に
よ
り
、
被
相
続
人
が
自
由
に
処
分
で
き
る
範
囲
を
拡
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
被
相
続
人
が
事
実
婚
配
偶

者
に
有
利
な
処
分
を
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
事
実
婚
配
偶
者
の
過
酷
な
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
、
要
綱
案
は
、
扶
養
遺
贈

を
導
入
し
、
相
続
財
産
の
一
定
部
分
を
事
実
婚
配
偶
者
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
の
扶
養
遺

贈
（ZGB

改
正
要
綱
案
四
八
四
ａ
条
）
が
、
法
案
の
扶
養
請
求
権
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ａ
条
）
の
原
型
で
あ
る
。

 

扶
養
遺
贈
に
つ
い
て
は
、
被
相
続
人
の
処
分
に
依
拠
せ
ず
、
被
相
続
人
と
三
年
以
上
事
実
婚
関
係
を
も
っ
て
い
た
者
が
扶
養
遺
贈
の

請
求
権
者
と
な
り
う
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
（ZGB

改
正
要
綱
案
四
八
四
ａ
条
）。
ま
た
、
扶
養
遺
贈
を
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

事
実
婚
配
偶
者
が
、
被
相
続
人
と
の
間
の
子
ま
た
は
被
相
続
人
の
子
の
世
話
を
し
た
た
め
に
、
あ
る
い
は
要
介
護
状
態
の
被
相
続
人
ま

た
は
被
相
続
人
の
卑
属
の
世
話
を
し
た
た
め
に
、
自
身
の
稼
働
能
力
が
衰
え
、
被
相
続
人
が
十
分
な
財
産
を
残
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
困
窮
状
態
に
陥
る
と
い
う
事
例
を
想
定
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
扶
養
遺
贈
の
要
件
と
し
て
、
事
実
婚
配
偶
者
が
「
被
相
続
人
の
利

益
と
な
る
相
当
の
寄
与
」
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
加
え
ら
れ
て
い
る
（ZGB

改
正
要
綱
案
四
八
四
ａ
条
）。

　

な
お
、
扶
養
遺
贈
が
導
入
さ
れ
る
際
に
は
、
事
実
婚
配
偶
者
だ
け
で
は
な
く
、
連
れ
子
の
相
続
法
上
の
保
護
も
同
様
に
議
論
さ
れ
て

い
た
。
連
れ
子
は
、
被
相
続
人
と
の
間
に
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
被
相
続
人
の
財
産
を
相
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
、
離
婚
が
急
増
し
、
連
れ
子
が
、
被
相
続
人
の
血
縁
上
の
子
ら
と
同
様
に
被
相
続
人
と
長
い
間
共
同
生
活
を
送
り
な
が
ら
成
長

し
、
被
相
続
人
と
緊
密
な
関
係
を
築
い
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
被
相
続
人
の
財
産
を
相
続
で
き
な
い
と
い
う
事
態
が
問
題
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
扶
養
遺
贈
の
規
定
は
、
事
実
婚
配
偶
者
だ
け
で
は
な
く
、
連
れ
子
に
も
適
用
さ

（
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）

（
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（
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れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
未
成
年
者
が
被
相
続
人
と
五
年
以
上
生
活
を
共
に
し
、
被
相
続
人
に
よ
っ
て
経
済
的
に
支
え

ら
れ
、
被
相
続
人
が
死
亡
し
て
い
な
け
れ
ば
こ
の
状
況
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
扶
養
遺
贈
が
認
め
ら
れ
う

る
こ
と
と
さ
れ
た
（ZGB

改
正
要
綱
案
四
八
四
ａ
条
）。

　

も
っ
と
も
、
扶
養
遺
贈
に
つ
い
て
の
要
綱
案
は
、
二
〇
一
六
年
五
月
一
一
日
か
ら
六
月
二
〇
日
ま
で
に
な
さ
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
の
手
続
に
お
い
て
、
必
要
性
と
法
的
形
態
に
つ
い
て
多
く
の
批
判
が
表
明
さ
れ
て
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
公
開
さ
れ
た
批
判

は
三
〇
件
に
の
ぼ
り
、
た
と
え
ば
、
扶
養
遺
贈
は
被
相
続
人
の
意
思
に
反
し
形
式
的
家
族
関
係
を
基
礎
と
す
る
相
続
法
の
原
則
に
沿
わ

ず
、
ス
イ
ス
相
続
法
に
調
和
し
な
い
こ
と
、
扶
養
遺
贈
は
相
続
法
に
お
け
る
予
測
可
能
な
解
決
を
目
指
す
目
的
に
反
す
る
こ
と
、
被
相

続
人
に
は
十
分
な
処
分
の
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
被
相
続
人
の
意
思
に
事
実
婚
配
偶
者
や
連
れ
子
の
扶
養
を
任
せ
れ
ば
よ
い
こ

と
、
社
会
保
障
制
度
に
事
実
婚
配
偶
者
や
連
れ
子
の
扶
養
を
任
せ
れ
ば
よ
い
、
な
ど
の
意
見
が
表
明
さ
れ
た
。

　

批
判
を
受
け
て
、
二
〇
一
八
年
八
月
二
九
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
で
は
、
要
綱
案
で
設
け
ら
れ
た

扶
養
遺
贈
の
制
度
は
、
新
た
に
扶
養
請
求
権
と
名
称
を
変
え
る
と
共
に
、
内
容
的
に
は
、
大
き
く
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
連
れ
子
が
請
求
権
者
か
ら
除
か
れ
、
事
実
婚
配
偶
者
の
最
低
同
居
期
間
は
三
年
か
ら
五
年
に
延
ば
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、

事
実
婚
配
偶
者
が
被
相
続
人
の
利
益
に
な
る
相
当
の
寄
与
を
し
て
い
た
こ
と
が
要
件
か
ら
除
か
れ
、
事
実
婚
配
偶
者
の
困
窮
の
要
件
が

強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
事
実
婚
配
偶
者
の
困
窮
は
社
会
保
障
に
よ
り
回
避
さ
れ
る
と
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
の

指
摘
を
受
け
て
か
、
十
分
な
遺
産
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
婚
配
偶
者
が
被
相
続
人
の
死
後
に
困
窮
状
態
を
避
け
る
の
に

社
会
保
障
に
頼
る
こ
と
の
不
当
性
が
指
摘
さ
れ
、
同
制
度
に
よ
り
社
会
保
障
制
度
の
負
担
を
軽
減
す
る
と
い
っ
た
目
的
に
つ
い
て
追
加

的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
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2　

二
〇
一
八
年
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
に
お
け
る
扶
養
請
求
権
の
概
要

 
（
1
）
要
件
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ａ
条
一
項
）

　

ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
六
〇
六
ａ
条
一
項
に
よ
る
と
、
次
の
二
つ
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
生
存
事
実
婚
配
偶

者
は
、
死
亡
し
た
他
方
事
実
婚
配
偶
者
の
相
続
人
に
対
し
て
扶
養
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
件
の
一
つ
は
、
五
年
間
の

共
同
生
活
で
あ
る
。
要
件
の
他
の
一
つ
は
、
扶
養
請
求
権
が
な
け
れ
ば
生
存
事
実
婚
配
偶
者
が
困
窮
に
陥
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

①
五
年
間
の
事
実
婚
生
活

　

被
相
続
人
と
死
亡
時
に
現
実
の
生
活
共
同
体
に
お
い
て
生
活
し
て
い
た
者
（
同
性
お
よ
び
異
性
の
カ
ッ
プ
ル
）
の
み
が
扶
養
請
求
権

を
も
つ
。
こ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
、
精
神
的
、
肉
体
的
お
よ
び
経
済
的
な
一
定
期
間
継
続
し
た
排
他
的
関
係
に
基
づ
く
生
活
協

同
体
で
あ
り
、
被
相
続
人
と
愛
情
に
基
づ
く
関
係
ま
た
は
友
人
関
係
を
保
っ
て
き
た
が
生
活
協
同
関
係
が
な
い
者
を
排
除
し
、
単
な
る

同
居
人
ま
た
は
介
護
ヘ
ル
パ
ー
、
家
事
手
伝
い
の
よ
う
な
、
被
相
続
人
と
本
来
の
愛
情
に
基
づ
く
関
係
が
な
く
共
通
の
世
帯
で
過
ご
し

た
者
も
排
除
さ
れ
る
。

　

扶
養
請
求
権
を
有
す
る
者
の
範
囲
が
広
す
ぎ
な
い
よ
う
、
ま
た
法
定
相
続
人
の
権
利
を
過
度
に
侵
害
し
な
い
よ
う
に
、
生
活
協
同
関

係
の
最
低
限
の
継
続
期
間
は
、
要
綱
案
に
お
い
て
三
年
と
さ
れ
た
が
、
法
案
で
は
五
年
に
伸
長
さ
れ
た
。
現
実
の
生
活
協
同
体
の
生
活

は
、
共
通
の
世
帯
を
も
ち
、
継
続
的
に
共
同
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
要
件
は
、
法
案
に
お
い
て
明

示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
一
方
事
実
婚
配
偶
者
が
高
齢
者
施
設
に
入
所
し
て
い
る
、
長
い
間
入
院
し
て
い
る
、
ま
た
は
異
な
る
住

所
地
で
生
活
し
て
い
た
が
一
方
が
他
方
を
経
済
的
に
支
え
て
い
た
な
ど
特
別
な
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
五
年

の
期
間
は
、
五
年
以
上
中
断
し
な
い
共
同
生
活
関
係
を
も
つ
事
実
婚
配
偶
者
が
一
定
の
場
合
に
は
遺
族
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
る
年
金
法
の
領
域
に
お
け
る
期
間
に
対
応
す
る
。
共
同
生
活
お
よ
び
そ
の
期
間
の
証
明
に
と
っ
て
必
要
な
書
類
は
、
市
役
所

（
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（
住
民
課
）
か
ら
受
け
取
る
証
書
で
あ
る
。

②
困
窮
要
件
─
扶
養
給
付
が
な
け
れ
ば
生
存
事
実
婚
配
偶
者
が
困
窮
に
陥
る
と
い
う
こ
と
が
要
件
に
な
っ
て
い
る
。
要
綱
案
で
は
困
窮

の
要
件
に
加
え
て
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
が
被
相
続
人
の
利
益
と
な
る
よ
う
な
特
別
の
寄
与
を
し
た
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
た

（ZGB
改
正
要
綱
案
四
八
四
ａ
条
）。
し
か
し
法
案
で
は
特
別
の
寄
与
の
要
件
は
削
除
さ
れ
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
の
困
窮
を
回
避
す

る
目
的
が
明
確
化
さ
れ
た
。
困
窮
と
は
、
現
行
ス
イ
ス
民
法
三
二
八
条
の
尊
属
と
卑
属
と
の
間
の
扶
養
義
務
の
枠
内
で
妥
当
し
て
き
た

要
件
と
同
じ
意
味
で
あ
り
、
自
力
で
は
生
活
保
障
に
必
要
な
物
資
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
を
い
う
。
扶
養
請
求
権
の
目
的

は
、
社
会
保
障
法
上
の
最
低
限
度
の
生
活
の
充
足
で
あ
り
、
請
求
額
の
算
定
で
は
、
社
会
保
障
法
上
の
最
低
限
度
の
生
活
の
充
足
の
た

め
に
必
要
な
金
額
か
ら
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
の
収
入
が
差
し
引
か
れ
る
。

　

な
お
、
扶
養
請
求
権
は
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
が
相
続
人
の
指
定
ま
た
は
遺
贈
に
よ
り
自
身
の
扶
養
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に

は
発
生
し
な
い
。

 

（
2
）
そ
の
他
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ａ
条
二
─
五
項
、
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
条
）

①
扶
養
請
求
権
の
態
様
お
よ
び
金
額
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ａ
条
二
項
）　

　

扶
養
は
、
必
要
な
期
間
、
現
在
の
生
活
の
必
要
性
（
家
賃
、
保
険
料
、
食
料
な
ど
）
に
つ
い
て
社
会
保
障
法
上
の
最
低
限
度
の
生
活

を
充
足
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
月
払
の
年
金
と
し
て
保
障
さ
れ
る
。

　

扶
養
請
求
権
の
額
に
つ
い
て
は
、
二
重
の
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
額
は
被
相
続
人
の
相
続
開
始
時
の
純
資
産
の
四
分
の

一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
純
資
産
は
、
積
極
財
産
か
ら
被
相
続
人
の
債
務
を
控
除
し
た
額
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

生
じ
う
る
清
算
請
求
権
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
こ
の
制
限
は
、
法
定
相
続
人
の
権
利
を
過
度
に
侵
害
し
な
い
よ
う
に
す
る
目
的
で
設
け
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
上
限
に
よ
り
、
社
会
保
障
法
上
の
最
低
限
の
生
活
を
充
足
す
る
の
に
必
要
な
額
が
純
資
産
の

よ
り
低
い
場
合

（
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に
は
、
扶
養
請
求
権
の
額
は
、
社
会
保
障
法
上
の
最
低
限
の
生
活
を
充
足
す
る
に
必
要
な
額
と
さ
れ
、

よ
り
も
高
い
場
合
に
は
、

扶
養
請
求
権
の
額
は
純
資
産
の

に
制
限
さ
れ
る
。

　

第
二
に
、
扶
養
請
求
権
の
額
は
、
配
偶
者
が
一
〇
〇
才
ま
で
に
受
け
取
る
べ
き
年
金
の
合
計
額
を
超
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
上

限
は
、
権
利
者
が
死
亡
時
ま
で
扶
養
を
確
保
す
る
目
的
を
明
確
に
す
る
。

②
担
保
の
提
供
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ａ
条
三
項
）

　

扶
養
請
求
権
と
し
て
の
年
金
を
保
障
す
る
た
め
に
、
適
切
な
担
保
が
給
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
担
保
は
、

民
法
上
の
担
保
と
同
意
義
で
あ
る
（ZGB

一
三
二
、
三
二
四
、
五
四
六
条
）。
当
事
者
が
担
保
の
種
類
に
つ
い
て
合
意
で
き
な
い
場
合

に
は
、
裁
判
所
が
判
断
す
る
。
相
続
財
産
に
預
金
債
権
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
の
た
め
に
自
動
継
続
振
込
み
依

頼
が
付
け
ら
れ
た
相
続
人
名
義
の
銀
行
の
封
鎖
預
金
口
座
の
開
設
が
あ
り
う
る
し
、
賃
料
収
入
の
あ
る
不
動
産
で
、
賃
料
が
生
存
事
実

婚
配
偶
者
の
年
金
に
当
て
ら
れ
る
場
合
に
は
、
不
動
産
の
譲
渡
の
禁
止
も
考
え
う
る
。

③
尊
属
お
よ
び
卑
属
の
扶
養
請
求
権
と
の
関
係
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ａ
条
四
項
）

　

生
存
事
実
婚
配
偶
者
の
請
求
権
は
、
尊
属
や
卑
属
の
扶
養
請
求
権
（ZGB

三
二
八
条
）
と
競
合
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
こ
で
、

改
正
法
案
は
、
両
請
求
権
の
間
の
優
先
順
位
を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
尊
属
お
よ
び
卑
属
の
扶
養
請
求
権
は
、
生
存
事
実
婚

配
偶
者
の
請
求
権
に
劣
後
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（ZGB
改
正
法
案
六
〇
六
ａ
条
四
項
）。
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
五
年
間
継
続
す

る
事
実
婚
関
係
に
基
づ
く
被
相
続
人
と
の
連
帯
は
、
緊
密
な
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
、
血
族
関
係
に
基
づ
く
連
帯
よ
り
も
優
先
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
に
基
づ
く
。

④
公
共
団
体
の
法
定
代
位
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ａ
条
五
項
）

　

相
続
人
と
生
存
事
実
婚
配
偶
者
と
の
間
で
、
扶
養
請
求
権
に
つ
い
て
合
意
が
成
立
し
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
扶
養
請
求
権
の
内

1
4

1
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容
を
決
定
す
る
ま
で
は
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ｃ
条
）、
公
共
団
体
（Gem

einw
esen

）
が
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
の
扶
養
を
保
障

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
公
共
団
体
が
、
改
正
法
案
六
〇
六
ａ
条
の
生
存
事
実
婚
配
偶
者
の
扶
養
請
求
権
を
代
位
し

て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ａ
条
五
項
）。
こ
れ
は
、
子
の
扶
養
（ZGB

二
八
九
条
二

項
）
お
よ
び
そ
の
他
の
血
族
の
扶
養
に
つ
い
て
（ZGB

三
二
九
条
三
項
）、
公
共
団
体
が
扶
養
義
務
者
に
代
わ
っ
て
扶
養
を
負
担
し
た

場
合
に
、
そ
れ
ら
の
者
の
扶
養
請
求
権
が
公
共
団
体
に
移
転
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
の
意
義
を
有
す
る
。

⑤
登
録
お
よ
び
扶
養
請
求
権
の
時
効
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ｂ
条
）

 

生
存
事
実
婚
配
偶
者
の
扶
養
請
求
権
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
同
請
求
権
が
相
続
財
産
の
額
に
相
当
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、

生
存
事
実
婚
配
偶
者
が
請
求
権
を
行
使
す
る
意
思
を
持
つ
か
否
か
に
つ
い
て
速
や
か
に
明
確
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
認
識
さ

れ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
要
綱
案
で
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
を
知
っ
て
か
ら
三
か
月
以
内
に
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
期
間
制
限
が
設
け
ら
れ
た
（ZGB

改
正
要
綱
案
四
八
四
ａ
条
三
項
）。
し
か
し
、
こ
の
期
間
制
限
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
て
激

し
い
批
判
に
晒
さ
れ
た
。
主
な
批
判
は
、
三
か
月
の
期
間
が
熟
慮
期
間
と
同
じ
で
あ
り
（ZGB

五
六
七
条
一
項
）、
相
続
人
が
確
定
す

る
前
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
事
実
婚
配
偶
者
が
速
や
か
に
法
的
措
置
を
と
る
べ
き
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
て
、
法
案
で
は
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
は
、
最
初
の
手
続
と
し
て
は
、
単
に
扶
養
請
求
権
の
行
使
の
意
思

を
登
録
す
れ
ば
よ
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ｂ
条
）。
登
録
の
た
め
に
は
、
管
轄
の
裁
判
所
に
対
し
て
、
書
面

に
よ
る
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
り
、
金
額
を
主
張
し
た
り
、
相
続
人
の
名
前
を
個
々
に
列
挙
し
た
り
す
る
必
要
は
な
い
と

さ
れ
る
。
意
思
表
示
を
受
領
し
た
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
登
録
し
、
相
続
人
に
よ
る
問
合
せ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
相
続
人
を

捜
索
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
登
録
の
目
的
は
、
相
続
人
に
速
や
か
に
生
存
事
実
婚
配
偶
者
の
意
思
を
知
ら
せ
、
そ
れ

（
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に
よ
り
解
決
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
相
続
人
に
と
ら
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

登
録
の
期
間
に
つ
い
て
、
法
案
で
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
か
ら
三
カ
月
以
内
と
さ
れ
て
い
る
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ｂ
条
一

項
）。
こ
の
期
間
は
除
斥
期
間
で
あ
り
、
中
断
や
停
止
も
認
め
ら
れ
ず
、
経
過
後
に
請
求
権
が
消
滅
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
短
い
期
間
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
遺
産
の
整
理
が
長
期
に
延
滞
す
る
の
を
防
ぎ
、
相
続
人
が
必
要
以
上
に
不
安
定
な
状
況

に
置
か
れ
な
い
よ
う
に
す
る
趣
旨
で
あ
る
が
、
他
方
で
生
存
事
実
婚
配
偶
者
に
と
っ
て
も
、
単
な
る
登
録
を
要
求
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
点
で
、
短
い
期
間
制
限
は
妥
当
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
生
存
事
実
婚
配
偶
者
が
、
扶
養
料
を
求
め
て
社
会
保
障
を
申
し

立
て
る
場
合
に
は
、
申
立
て
を
受
け
た
公
共
団
体
は
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
が
期
間
内
に
扶
養
請
求
権
の
登
録
を
届
け
出
る
よ
う
に
支

援
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
期
間
制
限
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
は
、
自
身
に
有
利
な
遺
言
等
を
被
相
続
人
が

残
し
て
い
る
か
否
か
不
明
な
場
合
に
は
、
期
間
内
に
管
轄
裁
判
所
に
、
扶
養
請
求
権
の
登
録
を
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
こ
の
場
合
に
は
、

生
存
者
は
、
最
終
的
に
は
扶
養
請
求
権
を
裁
判
上
行
使
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
選
択
権
を
有
す
る
。

　

な
お
、
登
録
は
扶
養
請
求
権
の
裁
判
上
の
行
使
に
つ
い
て
の
要
件
で
は
な
く
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
か
ら

三
カ
月
以
内
で
あ
れ
ば
、
登
録
な
し
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

扶
養
請
求
権
の
も
う
一
つ
の
期
間
制
限
と
し
て
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
か
ら
一
年
の
経
過
に
よ
り
扶
養
請
求
権
は
消
滅
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ｂ
条
二
項
）。
こ
の
一
年
の
期
間
制
限
の
意
義
は
、
期
間
内
に
扶
養
請
求
権
に
つ
い
て
相
続
人

と
の
合
意
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
事
実
婚
配
偶
者
は
、
相
続
人
を
被
告
と
し
て
裁
判
所
に
訴
え
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

一
年
の
期
間
は
、
一
方
で
は
当
事
者
に
解
決
を
見
出
す
の
に
十
分
に
長
い
が
、
他
方
で
は
、
遺
産
の
整
理
が
長
く
な
り
す
ぎ
る
の
を
回

避
す
る
に
は
適
切
な
短
か
さ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
設
定
さ
れ
た
。
期
間
の
進
行
は
、
取
立
手
続
の
開
始
や
、
調
停
の
申

立
て
な
ど
に
よ
っ
て
中
断
す
る
。
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⑥
扶
養
請
求
権
の
決
定
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ｃ
条
）

　

扶
養
請
求
権
に
つ
い
て
の
訴
え
は
、
被
相
続
人
の
最
後
の
居
住
地
が
属
す
る
裁
判
所
に
な
さ
れ
る
（ZPO

二
八
条
一
項
）。
訴
え
が

提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
扶
養
請
求
権
が
存
在
す
る
か
否
か
、
ま
た
ど
の
程
度
の
扶
養
請
求
権
が
生
じ
る
か
に
つ
い
て
判

断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
、
年
金
の
月
額
の
み
を
判
断
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
扶
養
の
限
度
額
お
よ
び
担
保
に
つ
い
て
も

判
断
す
る
（ZGB
改
正
法
案
六
〇
六
ｃ
条
）。

⑦
諸
関
係
の
変
化
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ｄ
条
）

　

扶
養
請
求
権
の
額
を
算
定
す
る
際
に
は
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
の
そ
の
後
の
経
済
的
状
況
が
考
慮
さ
れ
る
。
し
か
し
、
予
想
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
経
済
状
況
の
改
善
が
あ
っ
た
場
合
、
た
と
え
ば
婚
姻
や
新
し
い
事
実
婚
関
係
が
発
生
し
た
り
、
宝
く
じ
が
当
た
っ
た
り

し
た
場
合
に
は
、
算
定
の
際
に
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
法
案
で
は
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
の
諸
状
況
が
相
当
の
継
続

性
を
も
っ
て
変
化
し
て
い
る
場
合
に
は
、
年
金
は
引
き
下
げ
た
り
引
き
上
げ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ｄ
条
）。
こ
の
こ
と
は
、
扶
養
請
求
権
が
、
困
窮
に
陥
る
こ
と
を
回
避
す
る
と
い
う
基
本
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
。

五　

わ
が
国
に
お
け
る
二
〇
一
八
年
改
正
相
続
法
と
の
比
較

　

以
上
に
概
観
し
た
二
〇
一
八
年
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
に
つ
い
て
、
日
本
の
二
〇
一
八
年
改
正
相
続
法
と
比
較
す
る

と
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1　

遺
留
分
制
度
の
縮
小

　

第
一
に
、
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
で
は
、
遺
留
分
を
引
き
下
げ
、
親
の
遺
留
分
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
相
続

人
の
財
産
処
分
の
自
由
を
拡
張
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
家
族
関
係
の
変
化
と
く
に
多
様
化
し
た
家
族
関
係
に
相
続
法
を
対
応
さ
せ
よ
う
と

（
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す
る
目
的
が
明
確
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
わ
が
国
の
二
〇
一
八
年
改
正
相
続
法
で
は
、
遺
留
分
の
縮
小
に
よ
り
被

相
続
人
の
財
産
処
分
の
自
由
を
拡
張
す
る
こ
と
は
目
指
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
が
国
の
こ
の
度
の
相
続
法
改
正
に
お
け
る
遺
留
分
に
つ
い

て
の
主
な
改
正
点
は
、
遺
留
分
権
の
行
使
の
効
果
に
つ
い
て
、
物
権
的
効
果
が
生
じ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
金
銭
請
求
権
の
み
が
生
じ
る

こ
と
で
あ
り
（
改
正
後
民
法
一
〇
四
六
条
）、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
続
紛
争
の
複
雑
さ
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
現
代
に
お
い
て
求
め
ら
れ

る
遺
留
分
の
機
能
に
見
合
っ
た
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。

2　

法
定
相
続
人
で
は
な
い
者
の
保
護

 

（
1
）
請
求
権
者
の
範
囲

　

第
二
に
、
法
定
相
続
人
で
は
な
い
者
に
対
す
る
相
続
法
上
の
保
護
に
つ
い
て
、
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
に
お
い
て
は
、

五
年
以
上
実
際
の
共
同
関
係
の
あ
っ
た
事
実
婚
配
偶
者
が
、
被
相
続
人
の
死
後
に
困
窮
状
態
に
陥
る
と
み
ら
れ
る
場
合
に
扶
養
請
求
権

を
主
張
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（ZGB
改
正
法
案
六
〇
六
ａ
条
一
項
）。
こ
の
よ
う
な
事
実
婚
配
偶
者
は
、
現
代
で
は
相
続
法
に
お
い

て
保
護
す
る
べ
き
緊
密
な
関
係
を
被
相
続
人
と
築
い
て
い
た
と
み
て
よ
い
と
い
う
評
価
が
背
景
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
連
れ
子
は
、

ス
イ
ス
の
相
続
法
改
正
で
は
、
要
綱
案
で
一
度
権
利
者
と
さ
れ
て
い
た
が
（ZGB

改
正
要
綱
案
四
八
四
ａ
条
）、
法
案
で
は
除
か
れ
て

い
る
。

　

わ
が
国
の
改
正
相
続
法
に
も
法
定
相
続
人
で
は
な
い
者
を
保
護
す
る
新
制
度
と
し
て
特
別
寄
与
者
の
金
銭
請
求
権
の
制
度
が
設
け
ら

れ
た
（
改
正
後
民
法
一
〇
五
〇
条
）。
保
護
さ
れ
る
非
相
続
人
の
範
囲
に
つ
い
て
、
相
続
法
改
正
の
過
程
で
は
、
中
間
試
案
で
は
、
請

求
権
者
の
範
囲
を
限
定
す
る
案
と
限
定
し
な
い
案
に
分
か
れ
た
が
、
そ
の
後
の
部
会
会
議
で
は
、
請
求
権
者
の
範
囲
を
限
定
す
る
方
向

で
検
討
が
行
わ
れ
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
の
部
会
で
検
討
さ
れ
た
要
綱
案
の
た
た
き
台
（
三
）
で
は
、
請
求
権
者
の
範
囲
を
、
被
相
続

人
の
直
系
血
族
及
び
そ
の
配
偶
者
、
被
相
続
人
の
兄
弟
姉
妹
及
び
そ
の
配
偶
者
な
ら
び
に
被
相
続
人
の
兄
弟
姉
妹
の
子
お
よ
び
そ
の
配
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偶
者
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
被
相
続
人
の
連
れ
子
が
含
ま
れ
ず
問
題
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
他
方
で
、
親

族
以
外
の
者
、
た
と
え
ば
事
実
婚
配
偶
者
、
事
実
上
の
養
子
な
ど
を
広
く
請
求
権
者
に
含
め
る
こ
と
は
紛
争
の
複
雑
化
を
招
く
た
め
、

合
理
的
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
議
論
の
結
果
、
改
正
相
続
法
は
、
特
別
寄
与
者
の
範
囲
を
広
く
「
親
族
」
と
し
、
請
求
権
者
に
含
め
る
親
族
の
範
囲
に

限
定
を
設
け
ず
に
、
連
れ
子
な
ど
も
含
め
る
こ
と
と
し
た
（
改
正
後
民
法
一
〇
五
〇
条
一
項
）。
他
方
で
、
親
族
以
外
の
者
、
た
と
え

ば
内
縁
配
偶
者
、
事
実
上
の
養
子
な
ど
は
請
求
権
者
に
含
ま
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
最
終
的
に
は
日
本
の
二
〇
一
八
年
改
正
相
続
法
は
、

請
求
権
者
の
範
囲
を
「
親
族
」
と
し
、
連
れ
子
を
範
囲
に
含
む
が
、
事
実
婚
配
偶
者
は
含
ま
な
い
と
す
る
、
ス
イ
ス
の
改
正
法
案
（
事

実
婚
配
偶
者
が
請
求
権
者
で
あ
り
、
連
れ
子
は
請
求
権
者
で
は
な
い
）
と
は
こ
の
点
で
は
全
く
逆
の
方
向
の
規
律
を
採
用
し
て
い
る
。

こ
の
違
い
は
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
相
続
法
改
正
で
は
、
家
族
の
変
化
と
り
わ
け
多
様
化
が
進
む
状
況
に
お
い
て
、
と
く
に
事
実
婚
関
係

の
増
加
に
相
続
法
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
問
題
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

 

（
2
）
目
的

　

ま
た
、
ス
イ
ス
の
相
続
法
改
正
に
お
け
る
同
制
度
の
議
論
で
は
も
っ
ぱ
ら
生
存
事
実
婚
配
偶
者
の
困
窮
を
回
避
す
る
目
的
が
強
調
さ

れ
、
請
求
権
者
と
な
る
た
め
に
、
被
相
続
人
の
財
産
の
維
持
増
加
に
貢
献
し
た
こ
と
は
、
要
綱
案
で
は
要
件
と
さ
れ
て
い
た
が
、
法
案

に
お
い
て
は
も
は
や
要
件
と
さ
れ
ず
、
新
制
度
に
お
け
る
生
存
者
の
困
窮
回
避
の
目
的
が
さ
ら
に
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
生

存
事
実
婚
配
偶
者
の
た
め
の
新
制
度
で
は
、
相
続
財
産
に
よ
っ
て
困
窮
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
る
社
会
保
障
負
担
の
軽
減
も
意
図
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
相
続
法
改
正
の
過
程
で
は
、
新
制
度
導
入
の
出
発
点
と
し
て
、
相
続
人
で
は
な
い
者
の
困
窮
回
避
と
い
う
よ

り
も
、
被
相
続
人
の
介
護
な
ど
に
従
事
し
た
嫁
・
婿
な
ど
の
相
続
人
で
は
な
い
者
に
よ
る
貢
献
が
相
続
時
に
報
わ
れ
な
い
こ
と
の
不
公
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平
性
を
回
避
す
る
と
い
う
目
的
が
明
示
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
被
相
続
人
の
財
産
の
維
持
増
加
に
対
す
る
貢
献
が
、
請
求
の
要
件
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
ス
イ
ス
の
新
制
度
導
入
の
出
発
点
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

 

（
3
）
相
続
人
の
利
益
と
の
調
和

　

さ
ら
に
、
新
制
度
は
、
法
定
相
続
人
で
は
な
い
者
に
相
続
開
始
後
に
請
求
権
を
新
た
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
相
続
紛
争
の
画

一
的
解
決
や
相
続
人
の
利
益
と
の
調
和
が
、
両
国
に
お
け
る
新
制
度
の
導
入
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
。
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改

正
法
案
で
は
、
生
存
事
実
婚
配
偶
者
の
請
求
権
の
額
を
二
重
に
制
限
し
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ａ
条
二
項
）、
請
求
の
登
録
や
期
間

制
限
の
規
定
を
設
け
て
い
る
（ZGB

改
正
法
案
六
〇
六
ｂ
条
）。
日
本
の
改
正
相
続
法
に
お
い
て
も
、
新
制
度
が
遺
産
分
割
と
別
の
手

続
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
（
改
正
後
民
法
一
〇
五
〇
条
一
項
）、
期
間
制
限
を
設
け
る
と
い
っ
た
工
夫
が
図
ら
れ
て
い
る
（
改
正
後

民
法
一
〇
五
〇
条
二
項
）。

3　

生
存
配
偶
者
の
相
続
法
上
の
地
位
の
向
上

　

第
三
に
、
生
存
配
偶
者
の
居
住
の
確
保
を
始
め
と
す
る
相
続
法
に
お
け
る
優
遇
に
つ
い
て
は
、
こ
の
度
の
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続

法
）
改
正
法
案
で
は
、
大
き
な
対
策
は
図
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
利
用
権
の
規
定
が
修
正
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
配
偶
者
の
遺
留
分
を
現
行
法
の

か
ら

に
引
き
下
げ
る
こ
と
が
要
綱
案
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
（ZGB

改
正
要
綱
案
四
七
一
条
二
項
）。

　

日
本
の
改
正
相
続
法
で
は
、
生
存
高
齢
配
偶
者
の
居
住
の
確
保
や
居
住
以
外
の
財
産
の
確
保
が
改
正
の
主
た
る
意
義
の
一
つ
と
さ
れ
、

配
偶
者
の
居
住
の
権
利
に
つ
い
て
の
規
定
（
改
正
後
民
法
一
〇
二
八
条
以
下
）、
婚
姻
期
間
が
二
〇
年
以
上
の
夫
婦
間
で
な
さ
れ
た
居

住
用
不
動
産
の
遺
贈
や
贈
与
に
つ
い
て
は
特
別
受
益
と
扱
わ
な
い
意
思
表
示
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（
改
正

後
民
法
九
〇
三
条
四
項
）。
さ
ら
に
、
改
正
相
続
法
で
は
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
中
間
試
案
の
段
階
で
は
、
配
偶
者
の
被

（
87
）

1
2

1
4

（
88
）
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相
続
人
の
財
産
の
維
持
増
加
に
対
す
る
寄
与
を
相
続
分
に
反
映
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
配
偶
者
の
相
続
分
の
引
上
げ
に
つ

い
て
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
こ
の
度
の
相
続
法
改
正
に
お
け
る
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と

評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
両
国
間
で
の
相
続
法
改
正
の
方
向
性
の
大
き
な
差
は
、
ス
イ
ス
民
法
に
お
い
て
は
夫
婦
財
産
法
上
の
清
算
が
相
続
に
よ

る
財
産
分
配
に
先
行
し
、
生
存
配
偶
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
十
分
な
財
産
を
確
保
で
き
る
た
め
に
相
続
法
上
さ
ら
に
優
遇
す
る
こ
と
は
不

要
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
民
法
で
は
、
相
続
時
に
お
け
る
夫
婦
間
の
財
産
の
清
算
が
あ
い
ま
い
に
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
度
の

相
続
法
改
正
に
お
い
て
生
存
配
偶
者
の
保
護
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

六　

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
二
〇
一
八
年
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
と
二
〇
一
八
年
日
本
改
正
相
続
法
と
で
は
、
変
化
す
る
家
族

に
相
続
法
を
対
応
さ
せ
る
と
い
う
目
的
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
、
具
体
的
に
と
ら
れ
た
方
策
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ス
イ
ス
と
日
本
と
で
は
、
も
と
も
と
の
相
続
法
の
規
定
の
違
い
や
、
一
般
的
な
家
族
関
係
や
文
化
的
背
景
の
違
い

に
か
ん
が
み
て
、
互
い
に
全
て
を
そ
の
ま
ま
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
後
の
わ
が
国

の
改
正
相
続
法
の
解
釈
や
さ
ら
な
る
立
法
的
課
題
を
検
討
す
る
際
に
、
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
か
ら
い
く
つ
か
の
示
唆

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
遺
留
分
制
度
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
も
今
で
は
そ
の
必
要
性
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
家
族
の
変
化
へ
の
相
続

法
の
対
応
を
、
ス
イ
ス
の
改
正
法
案
に
お
け
る
よ
う
に
遺
留
分
制
度
の
縮
小
に
よ
っ
て
図
る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
否
か
を
検
討
す
る
こ

と
が
今
後
の
大
き
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
わ
が
国
の
民
法
で
は
、
夫
婦
財
産
の
清
算
が
相
続
に
先
行
す
る
ス
イ
ス

（
89
）

（
90
）（

91
）

（
92
）
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民
法
と
は
異
な
り
、
潜
在
的
持
分
を
遺
留
分
に
よ
っ
て
最
低
限
保
障
す
る
遺
留
分
の
機
能
が
相
対
的
に
大
き
い
と
い
う
点
を
無
視
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

　

次
に
、
相
続
法
に
お
け
る
事
実
婚
配
偶
者
の
保
護
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
お
け
る
二
〇
一
八
年
改
正
相
続
法
で
は
特
別
寄
与

者
の
制
度
に
取
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
二
〇
一
八
年
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
に
お
い
て
は
、
か
な
り
の
比
重

が
事
実
婚
配
偶
者
の
保
護
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
に
お
け
る
事
実
婚
配
偶

者
の
扶
養
請
求
権
の
導
入
は
、
家
族
関
係
や
家
族
意
識
の
差
に
根
差
す
と
こ
ろ
も
あ
る
も
の
と
い
え
る
が
、
今
後
わ
が
国
で
も
事
実
婚

配
偶
者
の
保
護
の
相
続
に
お
け
る
重
要
性
が
さ
ら
に
増
し
て
い
け
ば
、
立
法
や
解
釈
に
よ
る
手
当
て
が
必
要
に
な
る
と
い
っ
た
状
況
が

あ
り
う
る
。
事
実
婚
配
偶
者
の
相
続
法
上
の
考
慮
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
、
相
続
法
に
お
け
る
画
一
的
解
決
の
原
則
と
の
抵
触
や

相
続
人
と
の
利
益
の
衝
突
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
立
法
を
阻
害
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
み
れ
ば
、
こ
の
点
に
対
す
る
ス

イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案
に
お
け
る
上
述
の
工
夫
が
今
後
は
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
日
本
の
改
正
相
続

法
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
特
別
寄
与
者
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
法
に
お
け
る
よ
う
な
生
存
者
の
困
窮
の
回
避
や
、
社
会
保
障
負

担
の
軽
減
と
い
う
異
な
る
視
点
か
ら
の
制
度
設
計
も
一
考
に
値
す
る
。

　

最
後
に
、
ス
イ
ス
民
法
に
お
い
て
、
夫
婦
財
産
制
の
清
算
が
相
続
に
よ
る
財
産
分
配
に
先
行
す
る
が
、
こ
の
こ
と
が
生
存
配
偶
者
の

財
産
上
の
地
位
の
保
障
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
、
相
続
法
改
正
の
議
論
に
お
い
て
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
相
続
以
前
の
段
階
で
生
存
配
偶
者
へ
の
正
当
な
財
産
分
配
を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
点
で
も
こ
の
度
の
ス
イ
ス
の
相
続
法
改
正
の
議
論
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
い
。

＊
本
稿
は
二
〇
一
七
年
度
基
盤
研
究
（
Ｃ
）［
課
題
番
号17K

03459

］
お
よ
び
二
〇
一
六
年
度
国
際
共
同
研
究
加
速
基
金
（
国
際
共
同
研
究
強
化
）

（
93
）

（
94
）

（
95
）

（
96
）
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［
課
題
番
号16K

K
0055

］
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

Botschaft zur Ä
nderung des Schw

eizerischen Zivilgesetzbuches (Erbrecht) 2018, https://w
w

w
.adm

in.ch/opc/de/federal-
gazette/2018/5813.pdf

（
二
〇
一
八
年
一
二
月
四
日
最
終
確
認
）（
以
下
で
は„Botschaft 2018

“と
略
記
す
る
）,S.5821.

Botschaft 2018, S.5825.
Botschaft 2018, S.5826.

ス
イ
ス
連
邦
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://w

w
w

.bj.adm
in.ch/bj/de/hom

e/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht.htm
l 

（
二
〇

一
八
年
一
二
月
一
一
日
最
終
確
認
）

法
制
審
議
会
民
法
（
相
続
関
係
）
部
会
第
一
回
会
議
（
二
〇
一
五
年
四
月
二
七
日
）
部
会
資
料
一
、http://w

w
w

.m
oj.go.jp/con-

tent/001143585.pdf

（
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
一
日
最
終
確
認
）
一
頁
以
下
。

現
行
ス
イ
ス
相
続
法
の
訳
は
、
松
倉
耕
作
『
ス
イ
ス
家
族
法
・
相
続
法
』（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）
一
一
五
頁
以
下
を
大
い
に
参
考
に
し

て
お
り
、
本
稿
は
同
業
績
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

Schw
eizerische Eidgenossenschaft, „Bundesrat w

ill Erbrecht m
odernisieren

“ https://w
w

w
.ejpd.adm

in.ch/ejpd/de/
hom

e/aktuell/new
s/2018/2018-08-29.htm

l
（
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
一
日
最
終
確
認
。
以
下
で
は„Bundesrat 29.08.2018

“と
略
記
す

る
）。Bundesrat 29.08.2018, S.1-2.

Bundesrat 29.08.2018, S.2f.
Bundesrat 29.08.2018, S.2f.
Bundesrat 29.08.2018, S.3.
Botschaft 2018, S.5829.
Breitschm

id/Jungo, H
andkom

m
entar zum

 Schw
eizer Privatrecht, Erbrecht, 3. A

ufl.2016,A
rt.471,Rn.1 [W

ildisen], K
ost-

kiew
icz/W

olf/A
m

stutz/Frankhauser,ZGB K
om

m
entar, 3. A

ufl. 2016,A
rt.471,Rn.1 [Bürgi], A

lexandra Jungo, Erbrecht, 3.

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）
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A

ufl.2016,S.36f.
Botschaft 2018, S.5829.

こ
れ
は
、
日
本
の
相
続
法
改
正
の
議
論
に
お
い
て
遺
留
分
の
機
能
と
し
て
重
視
さ
れ
た
家
族
の
生
活
保
障
に
対
応
す
る
。
民
法
（
相
続
関

係
）
等
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
（
二
〇
一
六
年
七
月
）http://w

w
w

.m
oj.go.jp/content/001198631.pdf

（
二
〇
一
八
年
一

二
月
一
〇
日
最
終
確
認
）（
以
下
で
は
「
中
間
試
案
の
補
足
説
明
」
と
略
記
す
る
）
五
六
頁
。

こ
の
点
、
日
本
の
相
続
法
改
正
の
議
論
で
は
家
産
の
維
持
は
も
は
や
現
行
遺
留
分
の
機
能
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
（
中
間
試
案
の
補
足
説
明
五
六
頁
参
照
）。

わ
が
国
で
は
学
説
に
お
い
て
相
続
人
間
の
公
平
性
を
一
定
程
度
維
持
す
る
機
能
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
昌
司
『
相
続
法
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
二
年
）
三
頁
以
下
、
三
六
三
頁
以
下
、
川
阪
宏
子
『
遺
留
分
制
度
の
研
究
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
一
一
三
頁
以
下
、
二
宮
周
平

『
家
族
法
（
第
四
版
）』（
新
世
社
、
二
〇
一
三
年
）
四
二
三
頁
。

Botschaft 2018, S.5829.

わ
が
国
の
相
続
法
改
正
の
議
論
で
は
、
遺
留
分
に
つ
い
て
潜
在
的
な
財
産
を
清
算
す
る
機
能
が
重
視
さ
れ
て
い
る
（
中
間
試
案
の
補
足
説
明

五
六
頁
）。

H
onsell/V

ogt/Geiser, Basler K
om

m
entar,ZGBⅡ

, 5. A
ufl.,A

rt.462.Rn.3 [Staehelin]
Botschaft 2018, S.5829f. 
Botschaft 2018, S.5830.
https://w

w
w

.bj.adm
in.ch/dam

/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht/vorentw
-d.pdf

（
二
〇
一
八
年
一
二
月
四
日
最

終
確
認
）。
以
下
で
本
文
中
に
引
用
す
るZGB

改
正
要
綱
案
のU

RL
も
同
様
で
あ
る
。

Ä
nderung des Zivilgesetzbuches(Erbrecht)-Bericht über das Ergebnis des V

ernehm
lassungsverfahrens, 17.05.2017, 

https://w
w

w
.bj.adm

in.ch/dam
/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht/ve-ber-d.pdf

（
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
〇
日
最
終
確

認
） （
以
下„V

ernehm
laassungsverfahren 2017

“と
略
記
す
る
）S.12.

V
ernehm

lassungsverfahren 2017, S.14f.
Botschaft 2018, S.5832.

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）
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V

orentw
urf und erläutender Bericht zur Ä

nderung des Zivilgesetzbuchs (Erbrecht), https://w
w

w
.bj.adm

in.ch/dam
/

data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht/vn-ber-d.pdf

（
二
〇
一
八
年
一
二
月
四
日
最
終
確
認
）（
以
下
で
は„V

orentw
urf und 

erläuternder Bericht

“と
略
記
す
る
）S.10.

V
ernehm

lassungsverfahren 2017, S.15.
Botschaft 2018, S.5831.
Rem

bert Süß, Erbrecht in Europa, 3.A
ufl. 2015, S.928 [van M

aas de Bie]
Süß, a.a.O

. [A
nm

.30], S.525 [D
öbereiner]

Süß,a.a.O
. [A

nm
.30], S.481 [von K

norre/M
incke], S.944 [Sedlm

ayr], S.1122 [Johansson]
Botschaft 2018, S.5831f.
Botschaft 2018, S.5838.
Botschaft 2018, S.5838.
V

ernehm
lassungsverfahren 2017, S.32ff.

https://w
w

w
.adm

in.ch/opc/de/federal-gazette/2018/5905.pdf

（
二
〇
一
八
年
一
二
月
四
日
最
終
確
認
）。
以
下
、
本
文
中
に
引
用

す
るZGB

改
正
法
案
のU

RL

も
同
様
で
あ
る
。

Botschaft 2018, S.5839f.
Botschaft 2018, S.5841f.
Botschaft 2018, S.5843.
V

orentw
urf und erläuternder Bericht 2016, S.13.

V
orentw

urf und erläuternder Bericht 2016, S.14.
D

aniela K
löti, D

as schw
eizerische Pflichtteilsrecht im

 Spannungsfeld sich w
andelnder N

äheverhältnisse,2014, S.86f.
V

orentw
urf und erläuternder Bericht 2016, S.14.

V
orentw

urf und erläuternder Bericht 2016, S.14.
V

orentw
urf und erläuternder Bericht 2016, S.14.

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）

（
35
）
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上
述
「
二
、
改
正
の
目
的
と
概
要
」
参
照
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
わ
が
国
の
遺
留
分
が
も
と
も
と
現
行
の
ス
イ
ス
相
続
法
の
遺
留
分
に
比
し
て
高
く
な
く
、
引
下
げ
の
重
要
性
が
ス
イ
ス

遺
留
分
に
比
べ
て
大
き
く
な
い
と
い
う
事
情
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
増
田
勝
久
「
民
法
（
相
続
法
）
改
正
法
の
解
説
」
法
の
支
配
一
九
一

号
（
二
〇
一
八
年
）
八
三
頁
は
、
遺
留
分
権
を
金
銭
請
求
権
と
す
る
改
正
に
つ
い
て
、
受
遺
者
・
受
贈
者
が
遺
留
分
の
影
響
を
受
け
ず
に
確
実
に

目
的
物
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
は
、
被
相
続
人
の
財
産
処
分
の
自
由
が
拡
張
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
と
評
価
す
る
。

中
間
試
案
の
補
足
説
明
五
五
頁
以
下
、
小
池
泰
「『
遺
留
分
制
度
に
関
す
る
見
直
し
』
に
つ
い
て
」
論
ジ
ュ
リ
二
〇
号
（
二
〇
一
七
年
）
四

五
頁
、
平
田
厚
「
相
続
法
改
正
要
綱
に
み
る
弁
護
士
業
務
へ
の
影
響
」
金
法
二
〇
八
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
八
頁
、
松
谷
佳
樹
「
裁
判
所
実
務

の
視
点
か
ら
」
ジ
ュ
リ
一
五
二
六
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
九
頁
、
𠮷
岡
宏
祐
・
及
川
修
平
「
相
続
法
改
正
に
つ
い
て
」
司
法
書
士
五
五
八
号
（
二

〇
一
八
年
）
七
〇
頁
、
堂
薗
幹
一
郎
ほ
か
「
相
続
法
改
正
の
概
要
（
三
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
三
七
号
（
二
〇
一
九
年
）
八
九
頁
。
潮
見
佳
男
「
遺
留

分
減
殺
請
求
権
」
法
時
八
九
巻
一
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
四
頁
は
、
様
々
な
遺
留
分
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
そ
れ
に
対
応
し
た
制
度
の
枠
組

み
を
追
求
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。

中
間
試
案
の
補
足
説
明
八
二
頁
以
下
。

要
綱
案
の
た
た
き
台
（
三
）
民
法
（
相
続
関
係
）
部
会
資
料
二
四
─
一
、
一
九
頁
、http://w

w
w

.m
oj.go.jp/content/001238832.pdf

要
綱
案
の
た
た
き
台（
四
）
補
足
説
明
、
民
法（
相
続
関
係
）
部
会
資
料
二
五
─
二
、
二
〇
頁
、http://w

w
w

.m
oj.go.jp/content/001244448.

pdf

（
70
）

（
71
）

（
72
）

（
73
）

（
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（
76
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前
掲
注
（
83
）
部
会
資
料
二
五
─
二
、
二
〇
頁
。

事
実
婚
配
偶
者
を
請
求
権
者
の
範
囲
に
含
め
る
こ
と
に
理
解
を
示
す
学
説
も
あ
る
。
鹿
野
菜
穂
子
「
相
続
人
以
外
の
者
の
貢
献
を
考
慮
す
る

た
め
の
方
策
」
論
ジ
ュ
リ
二
〇
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
七
頁
、
拙
稿
「
相
続
に
お
け
る
内
縁
配
偶
者
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
」
阪
法
六
六
巻
六
号

（
二
〇
一
七
年
）
三
五
頁
。

上
述
「
四
、
扶
養
請
求
権
の
制
度
の
新
設
1
．
新
制
度
導
入
の
趣
旨
と
経
緯
」
参
照
。

中
間
試
案
の
補
足
説
明
八
〇
頁
。

浦
野
由
紀
子
「
配
偶
者
の
居
住
権
保
護
・
相
続
分
見
直
し
」
論
ジ
ュ
リ
二
〇
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
頁
。

中
間
試
案
の
補
足
説
明
一
五
頁
以
下
。

西
希
代
子
「
試
金
石
と
し
て
の
相
続
法
改
正
」
法
時
八
九
巻
一
一
号
八
〇
頁
。

上
述
「
三
、
遺
留
分
法
の
改
正
1
．
現
行
ス
イ
ス
遺
留
分
法
の
特
徴
と
機
能
」
参
照
。

水
野
紀
子
「
相
続
法
改
正
と
日
本
相
続
法
の
課
題
」
法
時
九
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
頁
。

前
掲
注
（
83
）
部
会
資
料
二
五
─
二
、
二
〇
頁
。

上
述
「
四
、
扶
養
請
求
権
の
制
度
の
新
設
1
．
新
制
度
導
入
の
趣
旨
と
経
緯
」
を
参
照
。

上
述
「
三
、
遺
留
分
法
の
改
正
1
．
現
行
ス
イ
ス
遺
留
分
法
の
特
徴
と
機
能
」、「
四
、
扶
養
請
求
権
の
制
度
の
新
設
1
．
新
制
度
導
入
の
趣

旨
と
経
緯
」
等
を
参
照
。

浦
野
・
前
掲
注
（
88
）
五
頁
以
下
、
西
希
代
子
「
配
偶
者
相
続
権
─
相
続
法
改
正
の
動
向
と
課
題
」
水
野
紀
子
編
『
相
続
法
の
立
法
的
課

題
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
五
七
頁
以
下
。
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85
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資
料
─
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
条
文
対
照
表

二
〇
一
八
年
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
改
正
法
案

現
行
ス
イ
ス
民
法
典
（
相
続
法
）
抜
粋

Ⅰ
．
遺
留
分

四
七
〇
条
一
項　

直
系
卑
属
、
配
偶
者
、
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
を
残
し
た
者
は
、
そ

れ
ら
の
者
の
遺
留
分
を
侵
害
し
な
い
限
度
で
、
自
己
の
財
産
に
つ
い
て
死
因
処
分

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
七
一
条　

遺
留
分
は
法
定
相
続
分
の
二
分
の
一
で
あ
る
。

四
七
二
条
一
項　

被
相
続
人
の
死
亡
時
に
離
婚
手
続
が
進
行
し
て
い
る
場
合
に
は
、

生
存
配
偶
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
遺
留
分
請
求
権
を

失
う
。

　

一
、
離
婚
手
続
が
両
者
の
求
め
に
基
づ
い
て
開
始
し
た
こ
と
。

　

二
、
訴
え
に
よ
り
離
婚
手
続
が
開
始
し
、
夫
婦
双
方
が
離
婚
に
合
意
し
て
い
た
、

ま
た
は
二
年
以
上
別
居
し
て
い
た
こ
と
。

二
項　

前
項
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
の
解
消
の
手
続
に
準
用
す
る
。

四
七
三
条
一
項　

処
分
可
能
な
部
分
に
つ
い
て
な
さ
れ
得
る
処
分
を
考
慮
す
る
こ

と
な
く
（
※
筆
者
注
─
遺
留
分
の
侵
害
を
考
慮
せ
ず
、
の
意
味
）、
被
相
続
人
は
、

生
存
配
偶
者
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
に
、
共
通
の
直
系
卑
属
に
対
す
る
死
因
処

分
に
よ
っ
て
相
続
財
産
中
の
共
通
の
直
系
卑
属
に
割
り
当
て
ら
れ
る
全
部
分
に
つ

い
て
用
益
権
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
項　

用
益
権
は
、
直
系
卑
属
と
共
同
相
続
す
る
配
偶
者
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト

ナ
ー
に
与
え
ら
れ
る
法
定
相
続
権
の
代
わ
り
と
な
る
。
用
益
権
と
並
ん
で
処
分
可

能
な
部
分
は
遺
産
の
半
分
で
あ
る
。

三
項　

生
存
配
偶
者
が
再
婚
し
た
場
合
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
登
録
を
し
た
場

合
に
は
、
用
益
権
は
、
相
続
開
始
時
に
直
系
卑
属
の
遺
留
分
に
つ
い
て
の
通
常
の

規
定
を
適
用
し
て
い
た
な
ら
ば
用
益
権
の
負
担
を
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

相
続
分
に
該
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
消
滅
す
る
。
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
が
新
た
に

同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
登
録
を
し
た
場
合
ま
た
は
婚
姻
し
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

四
七
四
条
二
項　

処
分
可
能
な
部
分
の
算
定
に
お
い
て
は
、
被
相
続
人
の
債
務
、

葬
儀
、
相
続
財
産
の
封
印
、
目
録
作
成
の
た
め
の
費
用
、
同
居
人
に
よ
る
六
か
月

の
扶
養
請
求
権
、
お
よ
び
事
実
婚
配
偶
者
の
扶
養
請
求
権
が
相
続
財
産
か
ら
控
除

四
七
〇
条
一
項　

直
系
卑
属
、
父
母
、
配
偶
者
、
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
を
残
し
た
者

は
、
そ
れ
ら
の
者
の
遺
留
分
を
侵
害
し
な
い
限
度
で
、
自
己
の
財
産
に
つ
い
て
死

因
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
七
一
条　

遺
留
分
は
以
下
の
各
号
に
よ
る
。

　

一
、
直
系
卑
属　

法
定
相
続
分
の
四
分
の
三

　

二
、
父
母　

法
定
相
続
分
の
二
分
の
一

　

三
、
配
偶
者
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー　

法
定
相
続
分
の
二
分
の
一

該
当
条
文
な
し

四
七
三
条
一
項

　

被
相
続
人
は
、
生
存
配
偶
者
に
、
共
通
の
直
系
卑
属
に
対
す
る
死
因
処
分
に
よ

っ
て
相
続
財
産
中
の
共
通
の
直
系
卑
属
に
割
り
当
て
ら
れ
る
全
部
分
に
つ
い
て
用

益
権
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
項　

用
益
権
は
、
直
系
卑
属
と
共
同
相
続
す
る
配
偶
者
ま
た
は
同
性
パ
ー
ト

ナ
ー
に
与
え
ら
れ
る
法
定
相
続
権
の
代
わ
り
と
な
る
。
用
益
権
と
並
ん
で
処
分
可

能
な
部
分
は
遺
産
の
四
分
の
一
で
あ
る
。

三
項　

生
存
配
偶
者
が
再
婚
し
た
場
合
に
は
、
用
益
権
は
、
相
続
開
始
時
に
直
系

卑
属
の
遺
留
分
に
つ
い
て
の
通
常
の
規
定
を
適
用
し
て
い
た
な
ら
ば
用
益
権
の
負

担
を
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
相
続
分
に
該
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
消
滅

す
る
。

四
七
四
条
二
項　

処
分
可
能
な
部
分
の
算
定
に
お
い
て
は
、
被
相
続
人
の
債
務
、

葬
儀
、
相
続
財
産
の
封
印
、
目
録
作
成
の
た
め
の
費
用
、
家
族
の
一
か
月
の
扶
養

請
求
権
が
相
続
財
産
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
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さ
れ
る
。

四
七
六
条
一
項　

被
相
続
人
の
死
に
基
づ
く
生
命
保
険
金
請
求
権
は
、
固
定
個
人

年
金
か
ら
生
ず
る
請
求
権
を
含
め
て
、
第
三
者
に
有
利
な
生
存
中
の
処
分
ま
た
は

死
因
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
被
相
続
人
の
生
存
時
に
無
償
で
第
三
者
に

譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
に
お
け
る
保
険
金
請
求
権
の
解
約

返
戻
金
が
被
相
続
人
の
財
産
に
算
入
さ
れ
る
。

二
項　

銀
行
へ
の
被
相
続
人
の
固
定
個
人
年
金
請
求
権
も
同
様
に
被
相
続
人
の
財

産
に
算
入
さ
れ
る
。

四
九
四
条
三
項　

死
因
処
分
お
よ
び
生
存
者
間
の
出
捐
は
、
通
常
の
儀
礼
の
た
め

の
贈
与
を
除
い
て
、
以
下
の
場
合
に
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
、
そ
れ
ら
の
処
分
お
よ
び
出
捐
が
、
相
続
契
約
か
ら
生
ず
る
債
務
に
矛
盾
す

る
場
合
、
つ
ま
り
相
続
契
約
上
の
有
利
な
立
場
を
減
じ
る
場
合
。

　

二
、
そ
れ
ら
の
処
分
に
つ
い
て
相
続
契
約
に
お
い
て
留
保
が
付
け
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
場
合
。

五
二
二
条
一
項　

自
己
の
遺
留
分
に
満
た
な
い
価
値
し
か
得
な
か
っ
た
相
続
人
は
、

遺
留
分
を
回
復
す
る
ま
で
、
以
下
の
承
継
お
よ
び
出
捐
の
減
殺
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
　

一
、
法
定
相
続
に
よ
る
承
継

　
　

二
、
死
因
の
出
捐

　
　

三
、
生
存
者
間
の
出
捐

二
項　

死
因
処
分
が
法
定
相
続
人
の
持
分
の
指
定
を
含
む
場
合
に
は
、
被
相
続
人

の
意
思
が
処
分
に
お
い
て
明
ら
か
で
は
な
い
と
き
に
は
、
単
な
る
分
割
規
定
と
推

定
す
る
。

五
二
三
条　

遺
留
分
権
利
者
が
相
続
人
の
場
合
に
は
、
法
定
相
続
お
よ
び
死
因
の

出
捐
に
よ
る
取
得
は
、
そ
の
者
の
遺
留
分
を
超
え
る
額
に
応
じ
て
減
殺
さ
れ
る
。

五
二
九
条
一
項　

被
相
続
人
の
死
を
原
因
と
し
て
生
ず
る
生
命
保
険
金
請
求
権
は
、

固
定
個
人
年
金
か
ら
生
じ
る
請
求
権
を
含
め
て
、
第
三
者
に
利
益
を
与
え
る
生
存

者
間
の
処
分
ま
た
は
死
因
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
被
相
続
人
の
生
存
時

に
無
償
で
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
解
約
返
戻
金
請
求
権
が
減
殺

に
服
す
る
。

四
七
六
条
一
項　

被
相
続
人
の
死
に
基
づ
く
生
命
保
険
金
請
求
権
は
、
第
三
者
に

有
利
な
生
存
中
の
処
分
ま
た
は
死
因
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
被
相
続
人

の
生
存
時
に
無
償
で
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
に

お
け
る
保
険
金
請
求
権
の
解
約
返
戻
金
が
被
相
続
人
の
財
産
に
算
入
さ
れ
る
。

該
当
条
文
な
し

四
九
四
条
三
項　

死
因
処
分
ま
た
は
贈
与
は
、
相
続
契
約
か
ら
生
じ
る
債
務
と
矛

盾
す
る
場
合
に
は
、
取
り
消
さ
れ
う
る
。

五
二
二
条
一
項　

被
相
続
人
が
処
分
権
限
を
越
え
た
処
分
を
し
た
場
合
に
は
、
自

己
の
遺
留
分
に
満
た
な
い
価
値
し
か
得
な
か
っ
た
相
続
人
は
、
許
容
さ
れ
る
限
度

で
処
分
の
減
殺
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
項　

表
現
が
違
う
の
み
で
内
容
は
同
じ

五
二
三
条　

死
因
処
分
が
遺
留
分
を
有
す
る
複
数
の
相
続
人
に
対
し
て
利
益
を
与

え
る
出
捐
を
含
ん
で
い
る
場
合
に
お
い
て
、
処
分
権
限
を
越
え
た
処
分
が
な
さ
れ

た
と
き
は
、
減
殺
は
共
同
相
続
人
間
で
、
そ
の
遺
留
分
が
侵
害
さ
れ
た
額
に
応
じ

て
な
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

五
二
九
条
一
項　

被
相
続
人
の
死
を
原
因
と
し
て
生
ず
る
生
命
保
険
金
請
求
権
は
、

第
三
者
に
利
益
を
与
え
る
生
存
者
間
の
処
分
ま
た
は
死
因
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
、

ま
た
は
被
相
続
人
の
生
存
時
に
無
償
で
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の

解
約
返
戻
金
請
求
権
が
減
殺
に
服
す
る
。
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二
項　

銀
行
で
の
被
相
続
人
の
固
定
個
人
年
金
に
よ
り
利
益
を
得
る
者
の
請
求
権

も
同
様
に
減
殺
に
服
す
る
。

五
三
二
条
一
項　

減
殺
は
遺
留
分
に
達
す
る
ま
で
以
下
の
順
序
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
。

　

一
、
法
定
相
続
に
よ
る
承
継

　

二
、
死
因
の
出
捐

　

三
、
生
存
者
間
の
出
捐

二
項　

生
存
者
間
の
出
捐
は
、
次
の
順
序
で
減
殺
に
服
す
る
。

　

一
、
算
入
さ
れ
る
婚
姻
契
約
ま
た
は
夫
婦
財
産
契
約
か
ら
生
ず
る
出
捐

　

一
、
撤
回
可
能
な
贈
与
お
よ
び
固
定
個
人
年
金
か
ら
生
ず
る
給
付

　

  

二
、
そ
の
他
の
出
捐
。
後
に
な
さ
れ
た
出
捐
は
前
に
な
さ
れ
た
出
捐
に
優
先
す

る
。

Ⅱ
．
事
実
婚
配
偶
者
の
扶
養
請
求
権

六
〇
六
ａ
条
一
項　

被
相
続
人
の
死
亡
時
ま
で
五
年
以
上
事
実
婚
生
活
を
送
っ
た

者
は
、
扶
養
が
な
け
れ
ば
困
窮
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
か
ら
相
続
人
に
対
し

て
扶
養
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
項　

扶
養
請
求
権
は
年
金
の
形
態
で
な
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
全
額
は
事

実
婚
配
偶
者
が
満
百
歳
に
達
す
る
ま
で
受
け
取
る
年
金
の
総
額
に
達
し
て
は
な
ら

ず
、
か
つ
相
続
開
始
時
の
被
相
続
人
の
純
財
産
の
四
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
。

三
項　

相
続
人
は
扶
養
請
求
権
に
対
し
て
相
当
の
担
保
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

四
項　

事
実
婚
配
偶
者
の
扶
養
請
求
権
は
、
尊
属
お
よ
び
卑
属
に
対
す
る
扶
養
の

請
求
権
に
優
先
す
る
。

五
項　

事
実
婚
配
偶
者
の
扶
養
に
つ
い
て
公
共
団
体
が
給
付
し
た
場
合
に
は
、
扶

養
請
求
権
は
他
の
権
利
と
と
も
に
公
共
団
体
に
移
転
す
る
。

六
〇
六
ｂ
条
一
項　

扶
養
請
求
権
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
か
ら
三
カ
月
以
内
に

書
面
に
よ
り
管
轄
の
裁
判
所
に
登
録
し
な
け
れ
ば
消
滅
す
る
。

二
項　

扶
養
請
求
権
は
被
相
続
人
の
死
亡
時
か
ら
一
年
で
消
滅
す
る
。

六
〇
六
ｃ
条　

裁
判
所
は
、
年
金
の
額
、
扶
養
の
限
度
額
お
よ
び
給
付
す
べ
き
担

保
に
つ
い
て
定
め
る
。

六
〇
六
ｄ
条　

事
実
婚
配
偶
者
の
諸
状
況
が
相
当
に
ま
た
継
続
し
て
変
化
し
た
場

合
に
は
、
年
金
の
引
下
げ
ま
た
は
引
上
げ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

該
当
条
文
な
し

五
三
二
条　

遺
留
分
が
回
復
す
る
ま
で
、
ま
ず
死
因
処
分
が
、
次
に
生
存
者
間
の

出
捐
が
減
殺
に
服
し
、
生
存
者
間
の
出
捐
は
、
後
に
な
さ
れ
た
出
捐
が
先
に
な
さ

れ
た
出
捐
に
優
先
し
て
減
殺
さ
れ
る
。

該
当
制
度
な
し

現
行
法
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
松
倉
・
前
掲
注
（
6
）
一
一
五
頁
を
参
照
し
た
。


